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(57)【要約】
　タッチスクリーンを用いる使用に適した配列（２０２
）であって、その配列は、光学的に実質的に透明な薄膜
または貫通穴を画定する薄膜等の基板（２０６）を備え
、前記基板は、電力、制御、および／または通信接続を
さらなる電子部品（２１０）に与えるための、いくつか
の印刷導体を含む印刷電子機器等の支持電子機器（２１
２）を備え、いくつかの放出器および検出器（２１０）
は、それぞれ、光を放出および検出するために、その支
持電子機器と接触して前記基板上に配列され、導光体（
２０８）は、前記放出器および検出器、ならびに随意に
前記支持電子機器の少なくとも一部が、その導光体材料
内に実質的に浸漬されるようにその基板上に配置され、
その導光体の特性は選択される導光体材料の屈折率を含
み、その放出器および検出器は、使用中の際に、その放
出器と検出器との間にある導光体内における光の全内反
射（ＴＩＲ）型伝播と、検出された光から決定される通
りのＴＩＲ性能の下落（ＦＴＩＲ）に基づく接触の認識
とを可能にするように構成される、配列。関連する製造
法が提示されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチスクリーン用の配列（２０２、５０２）であって、
　－光学的に実質的に透明な薄膜等の基板（２０６）であって、前記基板は、電力、制御
、および／または通信接続をさらなる電子部品（２１０）に与えるための、いくつかの印
刷導体を含むロール・ツー・ロール処理された印刷電子機器等の支持電子機器を備える、
基板と、
　－それぞれ、光を放出および検出するための、前記支持電子機器と接触して前記基板上
に配列された、いくつかの放出器および検出器（２１０）と、
　－前記放出器および検出器、ならびに随意に前記支持電子機器の少なくとも一部が、導
光体材料内に実質的に埋め込まれるように前記基板上に配置された導光体（２０８）であ
って、前記導光体の特性は選択される前記導光体材料の屈折率を含み、前記放出器および
検出器は、使用中の際に、前記放出器および検出器の間にある前記導光体内における光の
全内反射（ＴＩＲ）型伝播と、前記検出された光から決定される通りのＴＩＲ性能の下落
に基づく接触の認識とを可能にするように構成される、導光体と、
を備える、配列。
【請求項２】
　前記導光体が、前記電子機器（２０４、２１０、２１２）を担持する前記基板上に外側
成形される、請求項１に記載の配列。
【請求項３】
　前記基板が、光学的に実質的に透明な可撓薄膜、および貫通穴等の開口部を設けられた
基板部分から成る群から選択される少なくとも１つの要素を含む、何れかの先行する請求
項に記載の配列。
【請求項４】
　前記導光体の少なくとも所定の接触表面（６０６）が、追加の保護材料層または接触感
触を改善するように構成された層を設けられている、何れかの先行する請求項に記載の配
列。
【請求項５】
　前記構成が、接触を認識することと、随意に前記接触を位置確認することと、光強度水
準のＦＴＩＲ（減殺ＴＩＲ）により誘導された下落、および／または、ＴＩＲ条件の最中
に所定のまたは適応的に決定された基礎受容水準および／または分布に対比して、１つ以
上の検出器により捕捉されるような分布から、接触圧力をさらに随意に決定することとを
可能にする、何れかの先行する請求項に記載の配列。
【請求項６】
　前記放出器が、少なくとも１つのＬＥＤ（光放出ダイオード）またはＯＬＥＤ（有機Ｌ
ＥＤ）を含む、何れかの先行する請求項に記載の配列。
【請求項７】
　前記検出器が、光ダイオード、光トランジスタ、および画像感知器から成る群から選択
される少なくとも１つの要素を含む、何れかの先行する請求項に記載の配列。
【請求項８】
　前記導光体が、ＰＣ（ポリ炭酸塩）、ＰＡ（ポリアミド、ナイロン）、ＣＯＣ（シクロ
オレフィン共重合体）、ＣＯＰ（シクロオレフィン重合体）、およびＰＭＭＡ（ポリメタ
クリル酸メチル）から成る群から選択される少なくとも１つの材料を含む、何れかの先行
する請求項に記載の配列。
【請求項９】
　前記基板が、ＰＥＴ（ポリテレフタル酸エチレン）、ＰＣ（ポリ炭酸塩）、ＰＥＮ（ポ
リナフタル酸エチレン）、ＰＩ（ポリイミド）、ＬＣＰ（液晶重合体）、ＰＥ（ポリエチ
レン）、およびＰＰ（ポリプロピレン）から成る群から選択される少なくとも１つの材料
を含む、何れかの先行する請求項に記載の配列。
【請求項１０】
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　１つの群において、少なくとも１つの放出器が、前記導光体の表面に対して前記接触を
位置確認する際に、解像度を増加させるために複数の検出器と関連するように、複数の群
において連続して作動および非作動する（６０４）ように構成された複数の放出器および
検出器を備える、何れかの先行する請求項に記載の配列。
【請求項１１】
　何れかの先行する請求項に記載の配列を備え、かつ、前記配列に付随する表示器または
タッチパッドを随意に備える電子装置（５０１）であって、前記装置は、移動式端末、個
人用デジタル補助装置、音楽再生装置、多媒体再生装置、携帯用コンピュータ、デスクト
ップコンピュータ、パームトップコンピュータ、携帯用無線装置、および工業用途用の制
御機器から成る群から選択される１つの要素をさらに随意に備える、電子装置。
【請求項１２】
　タッチスクリーン配列を製造するための方法であって、前記方法は、
　－光学的に実質的に透明な薄膜等の基板（３０８）を提供することと、
　－電力、制御、および／または通信接続をさらなる電子部品に与えるための、いくつか
の印刷導体を含む印刷電子機器等の支持電子機器（３０２、３２２、３１２）を前記基板
上に配列することと、
　－それぞれ、光を放出および検出するために、いくつかの放出器および検出器（３０２
、３２２、３１２）を前記基板上に前記支持電子機器と接触して配列することと、
　－前記放出器および検出器、ならびに随意に前記支持電子機器の少なくとも一部が、導
光体材料内に実質的に浸漬されるように導光体を前記基板（３０４、３１４）上に製造す
ることであって、前記導光体の特性は選択される前記導光体材料の屈折率を含み、前記放
出器および検出器は、使用中の際に、前記放出器および検出器の間にある前記導光体内に
おける光の全内反射（ＴＩＲ）型伝播と、前記検出された光から決定される通りのＴＩＲ
性能の下落に基づく接触の認識とを可能にするように構成されることと、
を含む、方法。
【請求項１３】
　前記導光体材料が、前記放出器、検出器、および支持電子機器を担持する前記基板上に
外側成形される、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記基板が、射出成形工程において挿入物として利用される、請求項１３に記載の方法
。
【請求項１５】
　ロール・ツー・ロール製造が、前記基板を製造するか、あるいは、前記支持電子機器、
放出器、または検出器のうち少なくともいくつかを前記基板に設けるため、もしくは、前
記導光体または何らかの他の機能層を前記基板に設けるために利用される、請求項１２～
１４の何れかに記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　概して、本発明は光学および電子工学に関する。具体的に、しかし排他的でなく、本発
明は、全内反射（ＴＩＲ）現象を利用するタッチスクリーンの配列を備えるＵＩ（ユーザ
インターフェース）に属する。
【背景技術】
【０００２】
　民生用途および業務用途の両方のための現代および将来の電子機器に関して、適正なＵ
Ｉの重要性および汎用性をあまり重視することはできない。従来のキーパッド、キーボー
ド、またはボタンの配列に加えて、機器の使用者にその関連する用途を制御するより即時
かつ多岐の方法を提供するために、色々な種類のタッチスクリーンが開発されてきた。
【０００３】
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　タッチスクリーンは、接触感応型の機能性を得るために、いくつかの様々な技術に適合
することができる。様々な他の可能性のある選択肢の中でも、例えば、容量、抵抗、赤外
線、（カメラを基礎とする）光学結像、音響、および混成の解決法が実行可能である。
【０００４】
　いくつかの赤外線の解決法により、光源と受信器との間で非制限的な光学接続が実施さ
れ、そこで指または尖筆が画面被覆を変形させ、検出配列の表示器および光線に重ね合わ
せ、その後、位置検出の目的のために光線のうち１つまたはいくつかを遮り、あるいは代
替的に、指または尖筆は、透明な重ね合わせ板を全く有しない変形において、１つまたは
複数の光線を直接的に遮る場合がある。
【０００５】
　赤外線の解決法の接触検出能力は、ＦＴＩＲ（減殺全内反射）現象に依存する場合もあ
り、そこで検出器に到達する光の量および分布は、「減殺全内反射（ＦＴＩＲ）」と呼ば
れる現象、すなわち光（エネルギ）の漏出が起こるように、例えば、指先または制御入力
の目的に適用される尖筆により導光面に導入される撹乱に依存している。
【０００６】
　図１ａは、導光体と関連しているＦＴＩＲ現象を例解する。略図１０２の状況において
、光線１０４は、導光体の内部にその壁からの全反射１０８により伝播するような様式で
、導光体１０６に結合付加される。光線１０４は、導光体１０６からその遠端を介して最
終的に抜け出す。略図１１０の後続の状況では、光の少なくとも一部が、異なる方向にお
ける特定の接触位置、例えば、導光体１０６の外側で、（指内に）吸収され、拡散的に反
射され、および／または屈折される（１１４）ように、指先１１２は導光上面上に配置さ
れ、ことによると、最初の光線の一部のみが鏡面的に反射され、前述のように最終的に遠
端に到達する。光線１０４は、ＦＴＩＲが起こることに起因するエネルギ損失の影響（図
中の星および小さい矢印）を描写するために用いられる、最初の伝播方向にある相互作用
点１１４の後の図において、より細く表されることに留意されたい。ＦＴＩＲに基づく光
の漏出／損失をその後検出し、一般的に光のＴＩＲ効果を活用するタッチスクリーン等の
位置感知用途において利用することができる。
【０００７】
　（Ｆ）ＴＩＲ現象の背後にあるいくつかの理論的側面は、よく知られているスネルの法
則から次に簡潔に導かれる。その標準的な表現（すなわち、ｎ１ｓｉｎθ１＝ｎ２ｓｉｎ
θ２（式中、それぞれ、ｎは媒質境界の両側における屈折率を表し、それにより、θは媒
質境界の法線に対する入射角を表す））を考慮し、その後、それ故に屈折光線を指すθ２

を９０°に設定すると、修正されたスネルの等式：ｎ１ｓｉｎθ１＝ｎ２を介して入射角
θ１に対するいわゆる「臨界角」を得る。典型的には、光が２つの媒質の間にある境界領
域に入る時に、その一部が屈折され、一部が反射される。しかしながら、臨界角より大き
い入射角に対して、光は媒質境界で実質的に完全に反射されることになり、そこで、入射
角は反射の法則により反射角に等しい。全内反射が起こる一般的な前提条件は、より高い
屈折率を有する媒質（光学的により密な物質）からより低い屈折率（すなわち、ｎ１＞ｎ

２）を有する媒質（すなわち、より密でない物質）への、光の伝播方向である。
【０００８】
　例えば、図１ａの例では、指を導光体に置くことにより、隣接する媒質の屈折率が急激
に変化し（例えば、最初の隣接媒質２が例えば約１の屈折率を有する空気であり、その一
方で、人間の皮膚の屈折率が約１．４～１．５である場合があることを想定する）、臨界
角の増加、およびことによると、もはや成り立たない全内反射の必要条件（ｎ１＞ｎ２）
にさえ起因して、導光体の結合付加端部と結合除去端部との間で相当な結合損失が潜在的
に発生する場合があり、そのため、新旧の臨界角の中間に属する多くの光線が、この時に
実際に反射する代わりに屈折する場合がある。実際には、例えば、導光体の表面粗さは、
同様に表面不規則性を有する、それと指との間の封止が完璧でない、すなわち、いくらか
の空気がその中間になおも残存しているという事実に影響を及ぼす。しかしながら、一過
性波が、導光体から導光体－外部媒質の境界（例えば、ガラス－空気の界面）を横断し、
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空気などの挟まれた媒質と比較してより高い屈折率を有する、人間の指等のさらに近くの
（光波長の桁）媒質に広がり、かつその上量子トンネリングでのようにそこにエネルギを
通す、いわゆる一過性波結合のために、完璧な封止が結合目的にさえ必要とされない。従
って、全内反射は「減殺」されているといわれる。
【０００９】
　刊行物ＵＳ２００６０１１４２３７（米国特許出願公開第２００６／０１１４２３７号
公報）は、赤外線の放出器／受信器を設けられたＦＴＩＲタッチスクリーンを開示してい
る。当該刊行物の解決法の概念は、図１ｂに等尺略図として視覚化されている。開示され
ている配列はストロービング型走査を利用し、そこで、複数の光の放出器１２０、１２２
および受信器１１８、１２４が、導光体１０６の端に沿って組織されており、かつ、ＦＴ
ＩＲ現象に起因する能動的な放出器－受信器の対の受信器における減少した量の光により
導光体上の特定の位置での接触を検出することができるように、放出器－受信器の対にお
いて連続して作動／非作動される（破線が単一対の放出器と受信器との間における光伝播
の主な方向を例解していることに留意されたい）。
【００１０】
　現在利用可能なタッチスクリーン、または、キーボードおよびマウス等のより従来的な
選択物を超える、より洗練されたＵＩ手段を与える際の対応する解決法により提供されて
いる利点および恩恵を否定する意図を全く伴わずに、いくつかの問題が必然的に各特定の
使用事例に応じてそれらと共に未だに存在する。例えば、従来のタッチスクリーンは実装
および製造するにはしばしば幾分か高価であり、誘導された追加の重量を無視することな
く最終製品内に相当な量の空間も必要とし、それ故に、これを研究開発計画全体のまさに
最初に考慮に入れなければならない。タッチスクリーンは、実に驚くべき量の余分な電力
を、例えば、移動式機器の環境において消費する場合がある。さらに、光の結合付加構造
物および／または結合除去構造物、例えば、プリズム、反射器、回折格子などのような追
加の構造物を、光源から導光体へ、および／または導光体から受信器へ、それぞれ光を送
り込むために必要とする場合がある。このような構造物はいくらかのさらなる設計作業を
必要とし、他の要因の中でも、重量、結合損失、および価格を最終製品に加える場合があ
る。
【発明の概要】
【００１１】
　本発明の実施形態の目的は、例えば、様々なＦＴＩＲに基づくタッチスクリーン用途を
含む、ＴＩＲ現象を利用するタッチスクリーンの環境での先行技術の配列において明白な
前述の欠点のうち１つ以上を少なくとも軽減することである。その目的は、様々な光電子
部品を含む必要な電子機器を備える基板上に導光体を外側成形することができる、薄膜上
成形のＦＴＩＲタッチスクリーン配列等のタッチスクリーン配列を用いて達成される。
【００１２】
　それにより、本発明の１つの態様に従い、タッチスクリーン用の配列は、
　－光学的に実質的に透明な薄膜等の基板であって、前記基板は、電力、制御、および／
または通信接続をさらなる電子部品に与えるための、いくつかの印刷導体を含むロール・
ツー・ロール処理された印刷電子機器等の支持電子機器を備える、基板と、
　－それぞれ、光を放出および検出するための、支持電子機器と接触して前記基板上に配
列された、いくつかの放出器および検出器と、
　－前記放出器および検出器、ならびに随意に前記支持電子機器の少なくとも一部が、導
光体材料内に実質的に浸漬されるように基板上に配置された導光体であって、導光体の特
性は選択される導光体材料の屈折率を含み、放出器および検出器は、使用中の際に、放出
器と検出器との間にある導光体内における光の全内反射（ＴＩＲ）型伝播と、検出された
光から決定される通りのＴＩＲ性能の下落に基づく接触の認識とを可能にするように構成
される、導光体と、
を備える。
【００１３】
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　１つの実施形態では、視野角の所定範囲内において、配列（の一部）、例えば、接触領
域部またはその「窓」部分を通して見ることにより、表示器の使用者が表示器の画像を見
ることができるように、上記配列の少なくとも一部が表示器用上薄層としての役割を果た
すように構成される。そのため、接触インターフェースを与えるために配列を表示器の上
方に位置付けることができる。これら２つ（導光体の接触領域／基礎基板部および表示器
）が実質的に物理的に接触するように、配列を表示器構造物とさらに統合することができ
る。代替的には、機能的接続がなおも提供される限り、それらは物理的に離れており、す
なわち、例えば、中間に空気を有する場合がある。
【００１４】
　従って、好適な一実施形態では、表示器または他の光源／反射器がそれを通じて使用者
に向けて光を提供することができるように、可撓薄膜等の基板は光学的に実質的に透明で
ある。要求される透明度は特定の使用事例に依存する。１つの実施形態では、そのため、
光（例えば、赤外線）の所定の波長に関連する好適な透過率は、例えば、約８０から９５
％までの範囲内に存在する場合がある。代替的な実施形態では、基板は光を拡散して通す
ように半透明である。さらなる一代替案では、基板は恐らく実質的に不透明でさえある場
合があり、そのため、本発明の配列は光を通過させるのに適切でないが、例えば携帯用コ
ンピュータのタッチパッドのような様々な他の目的のための制御（接触）入力手段として
なおも適切でありかつ用いられる場合がある。さらに１つの実施形態では、例えば、表示
器の光がそれおよび導光体材料を通じて伝播することができるように、貫通穴を実質的に
画定することができる開口部を中心部分等の基板の一部に設けることができる。従って、
基板は、この場合、透明、半透明、または不透明の何れかであってよく、これは配列が表
示器用上薄層として実装されることになる状況にも当てはまる。
【００１５】
　上記または別の実施形態では、本発明のタッチスクリーン配列を射出成形により得るこ
とができ、そこで、その上に電子機器を設けられた基板、例えば可撓薄膜であって、前記
電子機器は支持電子機器、ならびに光電子放出器および光電子検出器のようなさらなる電
子部品を含む、基板は、その最中に導光体材料が電子機器および関連する基板表面上に外
側成形される射出成形工程において、挿入物として用いられる。有利なことに、主機器の
主基盤等の外部要素に配列を接続するために既に基板上に設けられた場合がある、接続器
または接点等の１つ以上の結合構成要素は、完全に外側成形されないか、あるいは少なく
とも後で一掃される。また、積層法等の、導光体および／または追加の層を製造するため
の他の方法を、（外側）成形に加えてまたは代わりに適用することができる。
【００１６】
　配列は、導光体材料中に浸漬されないが、なおも光学的に随意にそれに結合される、１
つ以上の追加の放出器および／または検出器を必然的にさらに備える場合がある。
【００１７】
　補助的または代替的な実施形態では、導光体材料は不均質であり、かつ、様々な下位部
分が共に接合されるか、あるいは少なくとも導光体全体を形成するように互いの隣に設置
されるように配列された異なる材料のいくつかの下位部分、つまり「下位ブロック」を備
える場合がある。例えば、少なくとも１つの放出器および／または検出器が浸漬される１
つまたは複数の部分は、１つ以上の残りの導光体部分と異なる材料を備える場合がある。
【００１８】
　上記またはいくつかの他の実施形態では、導体等の支持電子機器の少なくとも一部は印
刷電子機器を含む場合がある。
【００１９】
　同様に、上記またはいくつかの他の実施形態では、放出器、検出器、および／または他
の部品および要素等の、残りの電子機器の少なくとも一部を、選択された印刷技術を利用
することにより基板上に印刷するか、あるいは、既製構成要素、例えばＳＭＴ（表面実装
技術）および／またはフリップチップの構成要素として、例えば膠または他の接着剤によ
り基板に取り付けることができる。
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【００２０】
　本発明の様々な実施形態では、接触行動は、指または尖筆等の作動要素を、もしあれば
、その上に実質的に導光体、すなわち、導光体それ自体または最外の追加の材料層との接
続下に置くことを指す場合がある。その接続としては、例えば、各特定の実施形態、およ
び例えば検出器の付随する感度に応じて、単なる一過性結合を介する近距離接続、または
真の物理的接触、またはそれらの組み合わせを挙げることができる。
【００２１】
　上記またはいくつかの他の実施形態では、接点を実際の「接触」として登録するために
、本発明によるタッチスクリーン配列の使用者が上薄層表面に物理的に接触する必要があ
る、すなわち、ＴＩＲ性能の下落から認識されると見なされる接触が面倒な誤った検出な
どを避けるために明瞭に検出可能であるように、指または尖筆の何れかにより、一過性結
合に依存するだけでないように、配列を較正することができる。
【００２２】
　接触は、典型的に、タッチスクリーン配列に少なくとも機能的に結合される標的機器に
おいて、行動を引き起こすこと等の制御入力目的のために開始される。
【００２３】
　導光体の屈折率等の１つ以上の特性は、好ましくは、空気等の所定の外部媒質、または
空気を随意に含む様々な所定の媒質と協調的に働き、ＴＩＲ効果を結合付加された光に与
えるように選択および／または設計される。空気の代わりに、隣接する外部媒質は、例え
ば、１つ以上の、例えば導光体の頂部および底部または全ての（使用中の際）側面上に設
けられた材料層を含む場合がある。材料層を、それを通じる作動要素への一過性結合、ひ
いてはＦＴＩＲ効果を可能にするのに十分に薄く配列することができ、その上、ＴＩＲ効
果が導光体－材料層の界面で既に起こる場合がある。別の実施形態では、屈折率等の、材
料層および導光体の１つ以上の光学的特性は、ＴＩＲ条件下で導光体内を伝播する光が実
質的に界面に反応せず、かつ、ＴＩＲが材料層－さらなる外部媒質（例えば、空気）の界
面で起こるように、ほぼ同じように選択される。例えば、接触感触を向上させるか、ある
いは、導光体の接触表面上で、例えば摩擦調節により、作動要素の摺動を改善／低減する
ように、材料層を構成することができる。材料層は、代替的または追加的に、物理的衝撃
または化学的衝撃に対する保護層としての役割を果たすことができる。ＴＩＲ効果および
ＦＴＩＲ効果をなおももたらすことができる限り、導光体の表面上に複数の（異なる）材
料層があり得る。１つの実施形態では、導光体材料は、基礎表示器要素用の画面被覆とし
ての役割を果たすのに十分に耐久性があるように選択される。
【００２４】
　１つの補助的または代替的な実施形態の何れかでは、指または尖筆、あるいは他の適切
な手段により、上層、例えば保護層に局部的に触れる、ひいては、例えば変形させること
により、基礎導光体の層部分も変形し（接触をそこに送り込むと見なすことができる）、
付随するＴＩＲ性能が、例えば導光体および隣接層の境界でのエネルギ漏出に起因して下
落するように、多層解決法を利用することができ、これを接触を認識するために応用する
ことができる。多層構造物の最頂接触層と導光体との間に位置付けられた、１つ以上の追
加の層があり得る。追加の層は、導光体に向かう最頂層を標的とする力を運搬し、かつさ
らに変形することができる。代替的には、指または尖筆が導光体層に直接接触し、それを
用いて変形させることができる。
【００２５】
　基板（薄皮膜またはより厚い可塑性基板または何らかの他の材料）の特性を、光が導光
体－基板の界面において所定で所望の様態で振る舞うように選択することができる。１つ
の実施形態では、屈折率等の、基板および導光体の１つ以上の光学的特性は、ＴＩＲ条件
下で導光体内を伝播する光が実質的に界面に反応しないように、ほぼ同じように選択され
る。別の実施形態では、基板および導光体の前記１つ以上の光学的特性、例えば屈折率は
、ＴＩＲ伝播光が、好ましくは可能な限り、導光体－基板の界面から反射されるように選
択される。いかなる場合でも、タッチスクリーン配列のタッチスクリーン用上薄層が表示
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器の上方に配置され、これは実際に典型的な使用状況であり、光に対して随意に透明、す
なわち、表示された細部を使用者に対して配列を通じて照射するために用いられる可視光
（の波長）に対して透明のままであるように、基板を選択することになる。
【００２６】
　故意の接触を示す、ＴＩＲ性能の十分な下落を認識するための検出度を、ａ）放出器が
絶えず作動中である時に、および、ｂ）指先（皮膚）等の所定の作動要素または要素範囲
が導光体と接触するか、あるいは少なくとも一過性結合の範囲内にある時に、検出器での
応答および／またはその変化を試験することにより決定することができる。検出閾値は固
定的でも適応的でもよい。１つの実施形態では、適応的閾値分析器は、接触を認識するた
めに、絶対値の代わりに、適応的な基礎強度水準に対する光の検出された強度の変化を決
定する。絶えずまたは時間を設定された様態の何れかで、例えば間隔をおいて、より長い
時間窓をもって基礎水準を測定することができる。
【００２７】
　放出器は、例えば、ＬＥＤ（光放出ダイオード）またはＯＬＥＤ（有機ＬＥＤ）等の光
電子部品を含む場合がある。
【００２８】
　検出器は、例えば、光ダイオードまたは光トランジスタ等の光電子部品を含む場合があ
る。加えてまたは代替的に、ＣＣＤ（電荷結合素子）、ＭＯＳ（金属酸化物半導体）等の
画像感知器、または他の種類の感知器を適用することができる。
【００２９】
　導光体材料は、例えば、ＰＣ（ポリ炭酸塩）、ＰＭＭＡ（ポリメタクリル酸メチル）、
ＰＡ（ポリアミド、ナイロン）、ＣＯＣ（シクロオレフィン共重合体）、および／または
ＣＯＰ（シクロオレフィン重合体）を含む場合がある。
【００３０】
　基板材料は、例えば、ＰＥＴ（ポリテレフタル酸エチレン）、ＰＣ、ＰＥＮ（ポリナフ
タル酸エチレン）、ＰＩ（ポリイミド）、ＬＣＰ（液晶重合体）、ＰＥ（ポリエチレン）
、および／またはＰＰ（ポリプロピレン）を含む場合がある。
【００３１】
　放出器および検出器の数は等しい場合があるが、等しい必要はない。１つの実施形態で
は、放出器および検出器は対になって組織され、そのため、１つの起動選択肢において、
１つの対を同時に能動的であるように配列することができる。最小限の場合では、基板上
に配列された単一の放出器および検出器がある。
【００３２】
　本発明の別の態様では、タッチスクリーン配列を製造するための方法は、
　－光学的に実質的に透明な薄膜等の基板を提供することと、
　－電力、制御、および／または通信接続をさらなる電子部品に与えるために、いくつか
の印刷導体を含む印刷電子機器等の支持電子機器を基板上に配列することと、
　－それぞれ、光を放出および検出するための、いくつかの放出器および検出器を前記基
板上に支持電子機器と接触して配列することと、
　－前記放出器および検出器、ならびに随意に支持電子機器の少なくとも一部が、導光体
材料内に実質的に浸漬されるように導光体を基板上に製造することであって、導光体の特
性は選択される導光体材料の屈折率を含み、放出器および検出器は、使用中の際に、放出
器と検出器との間にある導光体内における光の全内反射（ＴＩＲ）型伝播と、検出された
光から決定される通りのＴＩＲ性能の下落に基づく接触の認識とを可能にするように構成
されることと、
を含む。
【００３３】
　上文で示唆されているように、本発明の様々な態様の実用性は、各特定の実施形態に応
じる複数の課題に起因する。本発明に従うタッチスクリーン配列を製造するための製造費
用を、手頃でかつ容易に入手可能な材料、部品、および加工技術のかなり広範囲の使用の
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ために低く保つことができる。実行可能な加工技術は、単なる試作状況に加え、配列の迅
速な工業規模の製造も可能にする。周囲の要素および設計に対してほとんど修正を伴わな
いほとんどの使用状況に適するように、配列を薄く、軽く、かつエネルギ節約型に保つこ
とができる。回折格子などのような、外部の、典型的には損失性の、光を送り込む手段は
必要でないため、放出器と、導光体と、検出器との間における結合損失を最小化すること
ができる。配列の様々な実施形態の接触検出能力は、例えば接触表面上の汚れに対する低
い感度を伴って良好であり、多接触用途でさえ構築することができる。配列を既存の表示
器または素子の配置と容易に組み合わせることができ、主機器の主基盤等の外部の標的構
成要素に可撓ケーブルを介して便利に接続することができ、例えば、これは将来において
その容易な取り換えも可能にする。使用される材料に応じて、配列をさらに外部衝撃に対
して堅牢にすることができ、その場合において、配列は基礎表示器要素用の随意に取り換
え可能な画面被覆としても機能する。それでも、配列は、湿ったおよび／または埃っぽい
空気のような好ましくない使用環境からの密封（例えば、防沫）隔離を提供するために、
例えば、工業自動化／電子機器制御の装置を含む、様々な工業用途に特に良好に適する。
例えば、様々な手持ち型機器、リストップ型機器、ゲーム用機器、家庭用電気器具、スポ
ーツ用機器、および自動車用製品において、本発明の実施形態を利用することができる。
【００３４】
　「いくつかの」という表現は、本明細書において、一（１）から始まる任意の正整数を
指す場合がある。「複数の」という表現は、それぞれ、二（２）から始まる任意の正整数
を指す場合がある。
【００３５】
　「浸漬する」および「埋め込む」という用語は、本明細書において、相互交換可能に用
いられる。
【００３６】
　下文により詳細に記載されている１つの実施形態では、上文で説明されている基本原理
に従うタッチスクリーン配列は、さらに開示されている様々な代替の特徴を設けられる。
【００３７】
　本発明の様々な実施形態が、添付の独立請求項でも開示されている。
【００３８】
　次に、本発明の実施形態は、下記の添付の図面を参照してより厳密に再検討される。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】タッチスクリーン内での全内反射現象およびその利用を例解する。
【図１ｂ】多数の放出器および検出器が導光体の側部に沿って配置されている状態での１
つの先行技術のタッチスクリーン配列を例解する。
【図２ａ】本発明の１つの実施形態を例解する。
【図２ｂ】図２ａに示されている実施形態型の線Ａ―Ａに沿った例示的な横断面を例解す
る。
【図２ｃ】基板がその中心内の開口部を有する枠を画定する、本発明の別の実施形態を例
解する。
【図３ａ】本発明のタッチスクリーン配列を製造するための１つの実施形態を全体的に例
解する。
【図３ｂ】本発明のタッチスクリーン配列を製造するための一実施形態の流れ図である。
【図４】本発明に従うタッチスクリーン配列の１つの実施形態の頂面図および底面図を例
解する。
【図５ａ】本発明に従うタッチスクリーン配列を備える装置の１つの実施形態のブロック
線図である。
【図５ｂ】本発明によるタッチスクリーン配列の１つの実施形態のブロック線図である。
【図６】本発明に従うタッチスクリーン配列の放出器および検出器を連続して駆動する２
つの実施形態に対するタイミング線図を示す。
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【発明を実施するための形態】
【００４０】
　図１ａおよび１ｂは、本発明の背景の再検討に関連して上文で既に熟慮された。
【００４１】
　ここで図２ａを参照すると、タッチスクリーン配列の１つの実施形態の斜視図２０２が
概説されている。表示器用上薄層として実装することができるタッチスクリーン配列は、
導体および／または制御回路構成のような支持電子機器等の電子機器２０４を収容する（
可撓性）薄膜２０６等の基板と、光電子の光の１つまたは複数の放出器、１つまたは複数
の検出器、および随意に他の部品等の電子要素もさらに備える。導光体２０８はその上に
設けられている。
【００４２】
　例えば、導光体材料が基板上の電子機器上に外側成形されるように内成形統合を適用す
ることができ、そこで、電子機器を設けられた基板は射出成形工程において内成形挿入物
として用いられる。結果として、外側成形された材料は、放出器と検出器との間にある導
光体としての役割を果たし、さらに他の基礎要素に封止／被包を提供する。
【００４３】
　各特定の製造状況および使用状況（例えば、主機器および表示器の配置）に可能な限り
良好に適合するように、配列の寸法Ｘ、Ｙ、Ｚを選択することができる。例えば、基板の
大きさは、恐らく約１５０ｍｍ（Ｘ）×１５０ｍｍ（Ｙ）×１２５μｍ（Ｚ）であり得、
そこから、所望であれば、より小さい専用部分を外側成形のためにさらに決定することが
できる。例えば、基板の厚さ（Ｚ）はその実施形態に応じて必然的に変化し、例えば、約
５０から５００μｍまでの範囲内に存在する場合がある。導光体２０８の厚さは使用事例
も変化させ、例えば、具体的には約１ｍｍ～１０ｍｍである場合がある。１ｍｍ以下の厚
さは、検出感度および応答が剛性を超えて好適である用途において望ましい場合がある。
反対に、５ｍｍを超える厚さは、剛性および付随する追加の耐久性が要求される状況に特
に良好に適合する場合がある。１．５～２ｍｍといった中間の厚さも、多くの用途、例え
ば移動式端末およびＰＤＡに適する場合がある。
【００４４】
　配列およびその構成要素、例えば導光体２０８および基板２０６の形状を、用いられる
製造法および所望の１つまたは複数の標的形状に基づいて画定することができる。例解さ
れているが、単に例示的な配列は長方形（立方体様）形状を実質的に有し、これは、例え
ばロール・ツー・ロール製造法および典型的な表示器用途と特に良好に連動するが、例え
ば丸い（丸みのある）形状も例えば適切な切断を介してあり得かつ達成可能である。さら
に例解されている例では、例えば、移動式端末、ＰＤＡ（個人用デジタル補助装置）、音
楽再生装置、多媒体再生装置、または工業用電子機器および／または自動化機器である場
合があるだろう標的装置により良好に適合するように、使用位置において、Ｙ軸に対して
平行な端は僅かに下方に曲がっている。
【００４５】
　図２ｂは、図２ａに示されている実施形態型の線Ａ―Ａに沿った例示的な横断面を開示
する。この例では、導光体２０８は、その上に放出器／検出器２１０および支持電子機器
２１２を含む電子機器２０４が設けられている基板２０６の表面のほとんどを覆う。しか
しながら、全ての電子機器２０４が導光体２０８により被包されるように存在する必要は
ない。この事実は、導光体２０８からの光に接する単一の電子部品２０４および導体部分
により視覚化され、そこで、導体は基板２０６と導光体２０８との間にある境界線に沿っ
てより太い水平線により例解される。電子機器２０４は、横断面の高さおよび幅を変化さ
せることにより図で例解されているように、異なる寸法の要素を備える場合がある。
【００４６】
　１つの実施形態では、放出器および検出器２１０は導光体２０８の境界の近くに設置さ
れ、好ましくは、放出器による出力の後にかつ検出器により捕捉されるより前に、光が実
質的に導光体の全長を通じて所定の方向に伝播されるように位置付けられる。例えば、導
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光体の２つの近隣側面にそれぞれ、例えば、図１での面ＹＺおよびＸＺに対して平行であ
る２つの近隣側面に対して、２列の放出器を平行でかつ近くに設置することができ、所定
の放出器により放出された光が対向する側面の近くにある１つ以上の所定の検出器により
捕捉されるように、２列の検出器を対向する近隣側面に対して同様に設置することができ
る。他の実施形態では、放出器および／または検出器２１０のうち少なくともいくつかを
他の方法で位置付けることができる。例えば、検出器構成が所定の中心点または中心線か
らの特定の第１半径（距離）を有し、一方で、放出器が同じ基準に対して別の第２半径を
有するように、それら２１０を放射状に設置することができる。角のある導光体の場合で
は、検出器／放出器２１０をそれらの角頂（隅角点）の近くに設置することもできる。
【００４７】
　図２ｃは、基板２０６の一部２１４、この例では特に中心部分が貫通穴を設けられる一
実施形態を開示する。それにより、例えば、表示器の光がそれを介して伝播し、その後、
導光体材料２０８を使用者に向かって通過することができる。従って、基板２０６は、こ
の場合、透明、半透明、または不透明の何れかであってよく、これは配列が表示器用上薄
層として実装されることになる状況にも当てはまる。
【００４８】
　図３ａは、非常に一般的な意味で、本発明のタッチスクリーン配列を製造するための１
つの実施形態を描写する。段階３０２では、基板は、導体、検出器、放出器、および必要
な制御回路構成等の必要な電子機器を設けられ、これは基板の表面上で動作する回転腕部
またはノズルにより例解される。腕部は、例えば、フリップチップ結合装置またはインク
ジェット印刷機に属する場合があるだろう。段階３０４では、導光体は基板／電子機器の
集合体上に、電子機器の少なくとも一部がそれ故に前述の部分を被包する導光体内に埋め
込まれるように配列され、例えば、表示器用上薄層として用いられることが可能なタッチ
スクリーン配列の１つの実施形態を表す段階３０６で見ることができる。上薄層を主機器
（筐体）にあらかじめ取り付けるか、あるいはその表示器上に設け、必要な場合にのみそ
れに機能的に結合することができる。
【００４９】
　図３ｂは、本発明のタッチスクリーン配列を製造するための１つの実施形態のより詳細
な流れ図である。
【００５０】
　段階３０８では、始動段階を参照すると、材料、部品、および機器の選択および取得等
の、必要な割り当て作業が行われる。放出器および感知器の種類、または、例えば他の電
子機器および基板／導光体／導体の材料および形状を決定する際には、個々の要素および
材料の選択が共働し、かつ、必然的に好ましくは、例えば、製造工程対部品のデータシー
トに基づいて、あるいは製造された試作品を分析することにより前もって照合される、配
列全体の選択された製造工程に耐えるように、特に注意しなければならない。
【００５１】
　参照番号３２２は、概して、その最中に基板が光電子要素などを駆動するための支持電
子機器および実際の光電子要素を両方とも備える電子機器を設けられる製造段階を指す。
問題の特定の使用状況に最も良好に適合する変動順序で、内部段階３１０および３１２を
実行することができる。さらに、有利であると考えられる場合に、図示されている段階の
内部割り当て作業を段階３１０、３１２の間で再割り当てすることができる。
【００５２】
　用いられる基板は、例えば、ＰＥＴまたはＰＣの薄膜等の重合体を含む場合がある。一
般的に、電子機器および導光体材料を考慮した、または、例えば利用可能な製造技術を考
慮した、所望の可撓性、堅牢性、および接着特性のような他の要件が満たされるように、
適用可能な基板を選択することになる。
【００５３】
　例解されている加工段階より前におよび／または最中に、選択された基板をあらかじめ
条件付けることもできる。例えば、射出成形された導光体の可塑材等の他の材料との粘着
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性を増加させるように、基板をあらかじめ条件付けることができる。
【００５４】
　段階３１０では、１つ以上の（例えば、使用中の際には、所定の頂部および／または底
部の）側面上に、電気的な導体および回路構成等の支持電子機器を印刷するか、あるいは
そうでなければ基板上に形成することができる。電子機器を提供するための実行可能な技
術としては、一般的に、画面印刷、回転式画面印刷、グラビア印刷、フレキソグラフィー
、インクジェット印刷、タンポ印刷、（ＰＷＢ基板を用いるような）食刻、転写積層、薄
膜蒸着などが挙げられる。
【００５５】
　例えば、伝導性の糊状物の環境では、回路設計を基板上に画面印刷するために、銀系Ｐ
ＴＦ（重合体厚膜）の糊状物を利用することができるだろう。また、例えば、銅系または
炭素系ＰＴＦの糊状物を用いることができる。代替的には、銅／アルミニウムの層を食刻
により得ることができる。さらなる一代替案では、伝導性のＬＴＣＣ（低温共焼成陶材）
またはＨＴＣＣ（高温共焼成陶材）の糊状物を基板上に焼結することができる。導体用の
材料を選択する際には、基板の特性を考慮に入れることになる。例えば、ＬＴＣＣの糊状
物の焼結温度は約８５０から９００℃である場合があり、陶材基板を用いることを必要と
する場合がある。さらに、導体を製造するために、銀／金系ナノ粒子インクを用いること
ができるだろう。
【００５６】
　実行可能な印刷技術に戻ると、例えば、異なる印刷技術がその用いられるインク／糊状
物からの異なる流動学的特性を要求するために、印刷技術および基板材料に関連して糊状
物／インクを選択することになる。さらに、異なる印刷技術は時間単位当たりの変動量の
インク／糊状物を提供し、達成可能な伝導度数に度々影響を及ぼす。
【００５７】
　例えば、エポキシ接着剤等の接着剤により、電子ＳＭＴの部品および回路または（フリ
ップ）チップを基板に取り付けることができる。（電気的接触を可能にするための）伝導
性接着剤および（単なる固定のための）非伝導性接着剤の両方を利用することができる。
このような要素は、好ましくは、射出外側成形工程等の利用される導光体形成工程の圧力
および温度に耐えるように選択される。
【００５８】
　段階３１２では、１つまたは複数の光放出器および１つまたは複数の光検出器を含む光
電子要素が、例えば、接着剤により基板と結合される。従って、適切な印刷技術を利用す
ることができる。例えば、インクジェット印刷機または他の適用可能な機器により、ＯＬ
ＥＤを基板上に印刷することができる。
【００５９】
　当業者は、基板上の光電子要素および他の電気的要素の提供が、本発明の様々な他の実
施形態において、仮にあるとしても、例解されかつ単に例示的な段階３１０と段階３１２
との間でまた別々に別れる場合があり、関連数の製造段階を適宜に適合させることができ
るという事実を十分に理解することになる。例えば、支持部品および光電子部品の両方を
含む部品のほとんどを、実質的に同じ製造段階の最中に、または多数の後続の段階中に、
単なる導体の既に形成された回路モデルに付加することができる。
【００６０】
　可撓性材料の使用により、好ましくは、ロール・ツー・ロール法により、項目３２２、
３１０、３１２、またはさらなる項目のうち少なくともいくつかを実行することが可能に
なり、例えば輸送および保存を考慮して、時間、費用、および空間にさえ関して追加の恩
恵を与えることができる。ロール・ツー・ロール法、または「リール・ツー・リール」法
では、光学的および／または電気的なもの等の所望の要素を連続「ロール」基板上に蒸着
させ、これは長くかつ幅広の両方であり、手順の最中に一つの起点ロールまたは複数の起
点ロールから目的点ロールまで、一定速度または動的速度の何れかで前進する場合がある
。従って、基板は、後に分離して切断されることになる多数の製品をそれ故に含む場合が



(13) JP 2012-506586 A 2012.3.15

10

20

30

40

50

ある。ロール・ツー・ロール製造により、本発明にも従う製品の迅速かつ費用効果的な製
造が有利に可能になる。ロール・ツー・ロール工程の最中に、いくつかの材料層を「オン
ザフライ」で共に接合することができ、実際の接合の瞬間より前に、その際に、またはそ
の後に、電子機器等の前述の要素をそれらの上に組み立てることができる。源層および結
果として生じる帯状集合体の構成要素は、その工程の最中に様々な処理をさらに受ける場
合がある。層の厚さ（「薄膜」等のより薄い層は、一般的に、ロール・ツー・ロール加工
を促進する際に好適である）および随意にまた他の特性を、ロール・ツー・ロール加工を
好適な程度まで可能にするように選択するべきである。
【００６１】
　段階３１４では、導光体は、電子機器の少なくとも一部がその中に浸漬されるように、
基板上に形成される。それにより、導光体は、電子機器用の被覆として、および、１つま
たは複数の放出器と１つまたは複数の検出器との間における光輸送（ＴＩＲ）媒質として
の役割を果たすことができる。
【００６２】
　１つの実施形態では、導光体は、その上に既に設けられた電子機器を有する熱可塑性重
合体薄膜、例えばＰＥＴ薄膜のように、基板上に外側成形されるＰＣ等の可塑性材料を備
える。ＰＥＴが基板上で成形されるように、射出成形装置の鋳型への挿入物として基板を
適用することができる。導光体材料およびその用いられる取り付け法を、好ましくは、基
板上の電子機器が工程の最中に無傷のままであり、一方で、導光体材料が基板上に適切に
取り付けられ、その光学的特性が所望の通りであるように選択することになる。
【００６３】
　段階３１６および３２０では、導光体－基板の集合体のさらなる加工が要求されるかど
うかが随意に照合され、この場合には、必要な措置がそれぞれ取られる。例えば、補助的
な材料層をタッチスクリーン配列に付加することができる。１つの実施形態では、導光体
（の一部）等の、配列の少なくとも一部に、擦過傷から保護する硬質被覆を設けることが
できる。追加的または代替的に、使用者の観点から接触表面の感触を向上させるための層
等の、他の機能的または装飾的な層または処理を設けることができる。さらに、段階３１
８は、接続器または（可撓）ケーブル等の追加および／または外部の要素を配列に結合す
ること、および、配列を移動式端末または制御表示器等の標的製品に入れることさえ指す
場合がある。さらに、外側成形された要素、導光体、および／または残りの構成要素の機
能に関する、様々な品質の検査および試験を行うことができる。
【００６４】
　段階３１６は、例えば、「照合」が工程制御データ中で符号化され、その後、配列が受
ける処理を定義するために用いられる、所定の工程制御パラメータ値（例えば、硬質被覆
を付加する＝ＴＲＵＥ）を指す場合もあるために、電子機器または導光体の機能等の配列
の実時間監視特性に基づく実時間照合を必ずしも指すとは限らない場合があることを理解
されたい。
【００６５】
　段階３１８では、方法の実行が終わり、１つまたは複数の得られたタッチスクリーン配
列を前方に輸送することができる。
【００６６】
　図４は、本発明に従うタッチスクリーン配列の配置概略の１つの実施形態の頂面図およ
び底面図を例解する。項目４０２では「頂面」図が示され、項目４０４では底面図が示さ
れる。導体、接続器、チップ、および他の部品はその図において認識可能であり、そこで
、放出器／検出器の配列は、例えば、表示器用の接触領域上薄層として用いられることに
なる、長方形で実質的に正方形のタッチスクリーン窓を包囲する。
【００６７】
　図５ａは、本発明に従うタッチスクリーン配列を備える装置５０１の１つの実施形態の
概括的なブロック線図である。装置は、移動式端末、ＰＤＡ、工業用途用の制御機器、多
目的コンピュータ（デスクトップ／ラップトップ／パームトップ）などを含むか、あるい
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はそれら自体である場合がある。当業者にとっては明らかであるように、装置５０１の様
々な要素を同じ筐体内に直接統合するか、あるいは、互いに少なくとも機能的接続性、例
えば有線または無線の接続性を設けることができる。例えば、表示器５１４および付随す
るタッチスクリーン５０２を、統合要素または分離要素として装置５０１内に組み込むこ
とができる。
【００６８】
　単純でない場合、装置内に含まれる１つの可能性のある機能的な要素は記憶装置５０６
であり、当該記憶装置を１つ以上の物理的なメモリチップおよびメモリカードの間で分割
することができ、当該記憶装置は、装置の制御および操作を可能にするために、例えば、
コンピュータプログラム／アプリケーションの形態にある必要な符号を備え、他のデータ
、例えば現在の設定および使用者データをさらに備える場合がある。記憶装置５０６は、
例えば、ＲＯＭ（読み取り専用記憶装置）またはＲＡＭ型（等速呼び出し記憶装置）の実
装を含む場合がある。記憶装置５０６は、有利に取り外し可能なメモリカード／メモリス
ティック、フロッピー（登録商標）ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ等の光学ディスク、または固
定／可撤性のハードドライブをさらに指す場合がある。
【００６９】
　複数の共働または並列（下位）装置を随意に備える、処理手段５０４、例えば、マイク
ロ処理装置、ＤＳＰ（デジタル信号処理装置）、マイクロ制御装置、あるいは１つまたは
複数のプログラム可能な論理チップ等の処理装置／制御装置を、記憶装置５０６内に保存
することができるアプリケーション符号の実際の実行のために必要とする場合がある。表
示器５１４およびキーボード／キーパッド５１２、または、キー、ボタン、ツマミ、音声
制御インターフェース、摺動子、ロッカースイッチなどのような他の補助的な制御入力手
段は、表示器５１４に関連するタッチスクリーン５０２（ユーザインターフェース、ＵＩ
）に加えて、データ視覚化手段および制御入力手段を装置５０１の使用者に提供すること
ができる。処理装置５０４はタッチスクリーン配列を制御することができ、あるいは、特
定の制御手段を代替的または追加的にその目的のために設けることができる。データイン
ターフェース５０８、例えば、無線トランシーバー（ＧＳＭ（移動体通信用地球規模シス
テム）、ＵＭＴＳ（汎用性移動体遠距離通信システム）、ＷＬＡＮ（無線局所領域網）、
ブルートゥース、赤外線など）、および／または、ＵＳＢ（汎用性直列バス）口、ＬＡＮ
（例えば、イーサネット（登録商標））インターフェース、またはＦｉｒｅｗｉｒｅ対応
の（例えば、ＩＥＥＥ　１３９４）インターフェース等の固定／有線接続用のインターフ
ェースは、典型的に、他の機器との通信に必要とされる。装置は、例えば、タッチスクリ
ーン配列５０２と共に用いることができる、様々な補助的要素５１０を含む場合がある。
さらなる機能性を装置に付加することができ、前述の機能性を各特定の実施形態に応じて
修正することができることは自明である。
【００７０】
　図５ｂは、本発明によるタッチスクリーン配列５０２の１つの実施形態のブロック線図
である。タッチスクリーン配列は、実際には、装置５０１または同様の主システムの残り
の部分を考慮して、処理装置５２４等の、自身の、外部の、および／または共有された制
御手段または他の手段を含む場合がある。例えば、処理装置５０４は、導光体／基板の配
列の支持電子機器への必要な接続を設けられる場合に、タッチスクリーン５０２、すなわ
ち制御装置５０４＝５２４も制御することができるだろう。
【００７１】
　配列５０２は、実際のタッチスクリーン用上薄層５２２の放出器を駆動する制御装置ス
イッチ（例えば、「デマルチプレクサ」）５１６、すなわち、所定の接触表面（領域）お
よび放出器／検出器の配列または他のパターンを備える機能部分を備える場合があり、上
記で熟考されているような装置５０１の他の機能も制御する共有装置５０４を追加的また
は代替的に指す場合がある処理装置５２４により制御される。提供された制御は、ＬＥＤ
　ＳＥＬｅｃｔｏｒおよびＬＥＤ　ＤＲｉＶｅｒの信号として例解されている。また、例
えば、マルチプレクサスイッチ５１８を介して、検出器を処理装置５２４または何らかの
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他の処理手段により制御することができる。提供された制御は、ＤＥＴＥＣＴＯＲ　ＳＥ
ＬＥＣＴの信号として例解されている。例解されているＳＩＧＮＡＬ　ＤＡＴＡの信号等
の、１つまたは複数の得られた検出器信号を、処理器５２４または処理器５０４のような
何らかの他の処理手段に転送するより前に、増幅し、濾波し、および／またはＡ／Ｄ変換
するなど（５２０）、あらかじめ処理することができる。例解されている機能的要素は、
例えば、ことによるとデータケーブルを含む接続器または導体を介する、タッチスクリー
ン配列の外側にあるか、または同じ基板上に実装される要素へのさらなる接続を備える。
１つのこのような接続は、図中でＰＯＳＩＴＩＯＮ　ＯＵＴとして例解されている。
【００７２】
　当業者は、図５ａおよび５ｂで視覚化されているブロックの機能性を、実際の状況にお
いて、実施形態に応じて図示されている構成要素および／または他の構成要素の間で別々
に分割することができることを、十分に理解することになる。
【００７３】
　図６は、タッチスクリーン配列の放出器および検出器を連続して駆動するための、２つ
の実施形態の少数の単に例示的なタイミング線図を描写する。参照番号６０２で示されて
いる例では、ＬＥＤ、または他の種類の放出器、および光トランジスタまたは光ダイオー
ド等の対応する検出器は、制御信号の上下する部分により視覚化されているように、連続
して同時に能動的である。放出器／検出器の対は、１つのみの対が同時に能動的であるよ
うに、連続的な様態で連続して作動される。これは接触を検出および位置確認するために
行われる。
【００７４】
　具体化されている一例として、Ｘ方向またはＹ方向にある放出器－検出器の対として回
線を定義することができ、そこでＸおよびＹは２つの直交軸を定義し、そのそれぞれは放
出器および検出器により包囲される長方形の接触表面領域（窓）６０６の２つの境界線と
平行である。特定の位置依存性の回線における信号は、その後、特定の放出器により放出
されかつ対応する検出器で検出される光の強度水準に基づく。例解されているものでは、
接触表面領域６０６の反対側に、Ｘ軸およびＹ軸に対して平行に配置された３つの放出器
および検出器があり、これは、それぞれ、導光体表面の全域にわたる「回線」を示す、垂
直および水平の破線を介して例解されている。
【００７５】
　全ての放出器および検出器を絶えず作動中に保ち、導光体の接触領域全体にある特定の
放出器とその対応する検出器との間に延在する特定の接触表面「条片」に接続する、特定
の回線に付随する領域上に接触を与え続けることにより、検出器は他の能動的な放出器か
ら非常に多い光をなおも捕捉し、配列の接触認識および定位能力および感度を必然的に減
らす。従って、好ましくは、放出器は回線毎にパルス状になることになる：
　・時間ｔｐにわたってＬＥＤ　Ｘ１を作動させ、信号を感知器Ｘ１で同時に読み取る
　・必要であれば、期間ｔｌに待ち時間を適用する
　・時間ｔｐにわたってＬＥＤ　Ｘ２を作動させ、信号を感知器Ｘ２で同時に読み取る
　・必要であれば、期間ｔｌに待ち時間を適用する
　・…
　・時間ｔｐにわたってＬＥＤ　Ｙ１を作動させ、信号を感知器Ｙ１で同時に読み取る
　・…
【００７６】
　明白な信号の減衰が回線の交差点（Ｘｔ、Ｙｔ）に対して検出される場合に、導光体上
の接触位置を関連する表示器上の対応する地点に対して、プログラムで対応付けることが
できる。また、離散的な多数の同時の接触または大きい指または尖筆による接触に対して
、多数の交差点を対応付けることができる。
【００７７】
　光電子部品の典型的な上昇時間／下降時間は、数マイクロ秒の桁を有する場合がある。
従って、約０．５ｍｓ未満のパルス時間は、ハードウェアの点から容易に達成される。試
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験された例の構成（１２本の回線）では、１つの全体の順序に対する全体の時間を約０．
０１ｓまで近づけさせることができるだろう。これはほとんどの用途にとって十分に速い
。
【００７８】
　参照番号６０４で示されている例では、１つのＬＥＤが複数の、この例では３つの検出
器、すなわちＬＥＤと実際に対向しているもの、すなわち「主」検出器および２つの隣接
するものと関連する場合に、「漏話」の順序付けが用いられる。順序付けの最中に、特定
の放出器の能動部分、付随する３つの検出器の検出信号を、その後、一つの放出器および
３つの検出器の次の群に入るより前に示されるように、連続して読み取ることができる。
いくつかの検出器は複数の放出器と関連する場合があり、すなわちその群は検出器に対し
て重複する。この手順により、検出器により捕捉されるような光の時間的分布および位置
的分布（その群の各検出器における局所的で時間的な強度水準）が分析のために利用可能
であるために、少なくとも画面の中心の近くの領域において、得られた解像度を両方向（
Ｘ／Ｙ）で２倍にすることができる。さらなる群の構成（例えば、１つの群につき多数の
放出器－多数の検出器）も可能である。
【００７９】
　接触認識および定位の態様に加えて、接触の強度または圧力、すなわち、指または尖筆
が導光体上にどれほど激しく押し付けられるかを、標的機器の追加制御のために監視する
ことができる。例えば、検出器において、ＦＴＩＲに基づく光強度損失の量および随意に
性質から圧力を推定することができる（すなわち、より多くのＦＴＩＲにより誘導された
損失はより多くの接触圧力を示す）。
【００８０】
　関連する工程のパラメータおよび構成に照らして本発明を考慮すると、行われる試験に
基づいて少数のさらなる指針を与えることができる。基板がＰＥＴであり、かつその上に
外側成形されることになる導光体の可塑材がＰＣである場合に、溶融したＰＣの温度は約
２８０から３２０℃までであり、成形温度は約２０から９５℃まで、例えば８０℃である
場合がある。用いられる基板（薄膜）および工程パラメータを、その基板が工程の最中に
溶融せずかつ実質的に固体のままであるように選択することになる。基板を、適切に固定
したままであるように、鋳型内に位置付けることになる。同様に、あらかじめ組み込まれ
た電子機器を、成形の最中に静止したままであるように、基板に取り付けることになる。
【００８１】
　いくつかの実施形態では、検出器においてＴＩＲにより伝播された光の相対的割合を増
加させるために、マスク等の特定の封鎖構造物により、同じ目的のために特定の放出器／
検出器の配列を用いることに加えて、またはその代わりに、光放出器と対応する光検出器
との間にある０次経路（反射を伴わない直接経路）を封鎖することができ、これは、導光
体表面（または付随する被覆表面）上のＴＩＲ現象が指（先）または他の尖筆の接触によ
り分布される時はいつでも、ＦＴＩＲに基づく損失を検出することをさらに促進すること
ができる。
【００８２】
　対応して、封鎖構造物により、１つまたは複数の検出器を外部の不要な光（例えば、日
光または表示器の照明）から保護することができる。
【００８３】
　本発明の範囲は、添付の請求項によりその均等物と共に決定される。当業者は、明確に
開示されている実施形態が例解目的のためにのみ作成されたという事実を、重ねて十分に
理解することになり、その範囲は、本発明の各特定の使用事例により良好に適する、さら
なる実施形態、実施形態の組み合わせ、変化物、および均等物に及ぶことになる。例えば
、１つの代替的な解決法では、支持電子機器、またはその一部、および／または放出器／
検出器の一部のみを、導光体材料により外側成形することができるだろう。その場合には
、残りの放出器／検出器を、少なくとも外側成形された導光体に光学的に結合されるよう
に、どこか他に、好ましくはなおも基板上に設置することができるだろう。結合は、放出



(17) JP 2012-506586 A 2012.3.15

器／検出器と導光体との間で（例えば、放出器／検出器と導光体との間で小さい間隙また
は直接的接触を伴って）、あるいは、回折格子等の専用の結合付加構造物および／または
結合除去構造物を介して、直接的に起こる場合があるだろう。
 

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図２ａ】

【図２ｂ】

【図２ｃ】



(18) JP 2012-506586 A 2012.3.15

【図３ａ】 【図３ｂ】

【図４】

【図５ａ】

【図５ｂ】

【図６】



(19) JP 2012-506586 A 2012.3.15

10

20

30

40

【国際調査報告】



(20) JP 2012-506586 A 2012.3.15

10

20

30

40



(21) JP 2012-506586 A 2012.3.15

10

20

30

40



(22) JP 2012-506586 A 2012.3.15

10

20

30

40



(23) JP 2012-506586 A 2012.3.15

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,S
K,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,
BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,I
S,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PE
,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

（特許庁注：以下のものは登録商標）
１．ＧＳＭ

(72)発明者  ケラネン，アンティ
            フィンランド国，エフアイ－９０５４０　オウル，スオククオンティエ　１２　シー　４
Ｆターム(参考) 2H137 AA17  AB11  BA42  BB02  BB12 
　　　　 　　  2H147 AB04  AB05  BA01 
　　　　 　　  5B068 AA21  AA32  BB19  BC02  BC07 
　　　　 　　  5B087 BC06  CC01  CC13  CC33 

【要約の続き】
【選択図】図２ａ


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

